
令和７年分

贈与税の申告のしかた

● この冊子は、一般的な事項を説明しています。

申告や納税についてお分かりにならない点がありましたら、国税庁ホームページをご覧ください。

● 令和７年分の贈与税の申告書の受付は、令和８年２月２日(月)から同年３月1６日(月)までです。

● 令和７年分の贈与税の納期限は、令和８年３月1６日(月)です。

税務署 この社会あなたの税がいきている

e-Taxに必要なものは
裏表紙をチェック！

贈与税 の 申告 は

スマホ作成スマホ作成スマホ作成 eee--TTTaaaxxx提提提出出出 がおすすめ！×
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添付書類はスマホから

PDFで送信可能
24時間
利用可能

※メンテナンス時間を除きます

自宅から
申告可能

※一部の書類を除きます

「確定申告書等作成コーナー」から

スマホスマホスマホ で 

贈与税の申告書の

作成・提出ができます！

メリッメリッメリットトト たくさたくさたくさんんん＼ ／
受信通知から

いつでも内容確認

贈与税
申告

確定申告書等作成
コーナーはこちら

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl


   

Ⅰ 申告書の作成のしかた等
１ 贈与税の申告書の提出期間と提出先
２ 贈与税の申告書の種類
〇 マイナンバー（個人番号）の記載等について

３ 贈与税の納付
４ 贈与税の申告に誤りがある場合
５ 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用した申告書の作成
６ 贈与税の申告書の書きかた
７ 申告書の作成例

【事例１】暦年課税（特例税率）を適用する場合
【事例２】暦年課税（一般税率及び特例税率）を適用する場合
【事例３】贈与税の配偶者控除の特例を適用する場合

≪贈与税の配偶者控除の特例のチェックシート・添付書類≫
【事例４】相続時精算課税を適用する場合（贈与者１人）

【事例５】相続時精算課税を適用する場合（贈与者２人）
≪相続時精算課税を選択する場合のチェックシート・添付書類≫

【事例６】住宅取得等資金の非課税を適用する場合
〇 住宅取得等資金の贈与税の特例に係る「チェックシート」及び「添付書類」の区分
≪住宅取得等資金の非課税のチェックシート・添付書類≫
≪住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例のチェックシート・添付書類≫

次に掲げる事例に関する申告書の作成例や添付書類・チェックシートなどは、国税庁ホームページに掲載しています。

○ 住宅取得等資金の非課税と住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例を適用する場合

○ 農地等についての贈与税の納税猶予及び免除を適用する場合

○ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例を適用し暦年課税を選択する場合

Ⅱ 贈与税のあらまし
１ 贈与税の概要

(1)     暦年課税
(2) 相続時精算課税
(3)     贈与税の課税財産
(4)     贈与財産の評価

２ 贈与税の配偶者控除の特例の概要
３ 住宅取得等資金の贈与税の特例の概要

(1)     住宅取得等資金の非課税
(2)     住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例
(3)     震災に係る住宅取得等資金の非課税

［参考］贈与税（暦年課税）の税額の計算明細（特例贈与財産又は一般贈与財産のいずれか一方のみを取得した場合用）
　　　取得した財産の種類、細目、利用区分・銘柄等の記載要領

贈与税については、上記２・３の特例のほか、次の特例があります。これらの概要等については、国税庁ホームページ
に掲載しています。

・ 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税（教育資金の非課税）
・ 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税（結婚・子育て資金の非課税）

・ 農地等についての贈与税の納税猶予及び免除
・ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等
・ 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除等
・ 医療法人の持分に係る経済的利益についての納税猶予及び免除・税額控除の特例等
・ 相続時精算課税の適用を受ける山林についての相続税の課税価格の軽減措置
・ 災害により被害を受けた場合の特例

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
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【掲載場所】 ホーム＞税の情報・手続・用紙＞申告手続・用紙＞申告・申請・届出等、用紙（手続の案内・様式）
＞確定申告等情報＞贈与税＞令和７年分贈与税の申告のしかた
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〇

○　国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】においても贈与税に関する情報を掲載しておりますので、
　是非ご利用ください。

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2025/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2025/01.htm
https://www.nta.go.jp/
https://www.nta.go.jp/


動画で見る確定申告

確定申告書等作成コーナーの操作
方法を動画でご案内しています。

タックスアンサー

よくある税の質問に対する一般的
な回答を調べることができます。

困ったときはこちらで解決

e-Taxに必要なもの

 マイナンバーカード ※

 マイナンバーカード読取対応のスマホ (又はICカードリーダライタ)

 マイナンバーカードのパスワード２つ

① 利用者証明用電子証明書のパスワード

 （数字４桁）

② 署名用電子証明書のパスワード

 （英数字６～16文字） 

パスワードを忘れた場合やロックされ

た場合の対処法については、地方公共

団体情報システム機構のホームページ

をご確認ください。

？？
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e-Taxで送信した内容を確認したいときは

 ※ マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください

                                     有効期限を過ぎた場合、e-Tax手続等のご利用ができません。

                                        特に、確定申告期は、更新窓口(市区町村）の混雑が予想され

   ますので、お早めに更新手続をお願いします。

                                           ＞ 有効期限や更新手続等の詳細は、

「デジタル庁公式note」をご確認ください。

過去にe-Taxで送信した贈与税の申告情報を確認したい場合は、e-Taxの
「マイページ」から確認することができます。

チャットボット「ふたば」

令和８年２月上旬（予定）から、
チャットボットで贈与税に関する
相談ができるようになります。
お問合せ内容をメニューから選択
するか、文字を入力いただ
くことにより、AI（人工知
能）を活用して自動で回答
を表示します。

令和８年２月上旬～

税務職員ふたば

Q ドAQQ生QQRRココQQQQRRRRRRRRココココQQQQQQQRRRRRRRQQQQQQQQQQQIIQQQQココココQQQQQQQコココココココQQQQQQQQQQQQQQQ成RRーーRRRRドド生生RRRRRRRRRRR コドドドドドドンテンツココ はンテンツンテンツ 誤はは りをりり含をを む含含 可むむ 能可可 性能能 があ性性 りがあがあまりりすまま 。すす

マイページ
について

Q ドAQQ生QQRRココQQQQRRRRRRRRココココQQQQQQQRRRRRRRQQQQQQQQQQQIIQQQQココココQQQQQQQコココココココQQQQQQQQQQQQQQQ成RRーーRRRRドド生生RRRRRRRRRRR コドドドドドドンテンツココ はンテンツンテンツ 誤はは りをりり含をを む含含 可むむ 能可可 性能能 があ性性 りがあがあまりりすまま 。すす

https://www.j-lis.go.jp/jpki/idreset/idreset_index.html
https://digital-gov.note.jp/n/nff8306c9b552
https://www.e-tax.nta.go.jp/mypage/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/douga.htm#link01
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
https://www.chat.nta.go.jp/?utm_source=zoyoshikata_qr

